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ケアハウス 沼津グリーンヒル 運営規程 

 

 

第１章 目的及び運営の方針 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人駿河厚生会が設置経営する、軽費老人ホーム・ケア

ハウス沼津グリーンヒル（以下、「施設」という。）の運営及び管理について必要な事

項を定め、業務の適正かつ円滑な執行と、老人福祉法の理念に基づき、入居者の生活

の安定及び生活の充実を図ることを目的とする。 

２ この規程に定めのない事項については、老人福祉法等関係法令の定めるところによ

るものとする。 

 

（運営の方針） 

第２条 施設は、入居者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービス

の提供を行うように努めるものとする。 

２ 施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱

意及び能力を有する職員による、適切なサービスの提供に努めるとともに、市町、老

人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他の保健・医療・福祉サー

ビスを提供する者との連携に努めるものとする。 

３ 安定かつ継続的な事業運営に努めるものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 沼津グリーンヒル 

（２）所在地 静岡県沼津市大岡３５７６番地の６ 

 

（入居定員及び居室数） 

第４条 施設の入居定員及び居室数は次のとおりとする。 

（１）入居定員 ３８名  

（２）居 室 数 ３８室 

 

 

第２章 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

（職員の職種と員数） 

第５条 施設は、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年５月９日

厚生労働省令第１０７号）に示された所定の職員を含み、次のように配置するものと

する。 

（１）施設長       １名 

（２）生活相談員     １名 

（３）事務員         １名以上 

（４）調理員                 ２名（２名）（ ）は非常勤の再掲 
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（５）介護職員       ２名以上 

２ 前項第４号の規定にかかわらず、調理業務については、その全部を業者委託とする

ため、調理員の配置は受託業者が行うものとする。 

３ すべての職員は、上司の命令を受けて業務に従事する。 

 

（職務の内容） 

第６条 職員は、事業の目的を達成するため必要な職務を行い、入居者の人権を尊重し、

人としての尊厳と誇りに配慮したサービスの充実を期するとともに、自らが心豊かな

人間形成への自己啓発に努めるものとする。 

（１）施設長は、所属職員を指揮監督し、施設の業務を統括するとともに、老人福祉

法の理念と社会福祉法人としての役割を職員に伝え指導する。施設長に事故があ

るときは、予め施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。 

（２）生活相談員は、入居者の生活相談、助言、支援等の業務に従事するほか、次に

掲げる業務を行う。 

ア）入居者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画を作成する居宅

介護支援の事業者等との密接な連携、ならびに居宅サービス等その他の保

健・医療・福祉サービスの提供者との連携 

イ）入居者及びその家族等からの苦情の申出、事故が生じた場合の窓口対応 

（３）事務員は、庶務及び会計業務に従事する。 

（４）調理員は、入居者の給食業務に従事する。 

（５）介護職員は、入居者の日常生活の介護、援助に従事する。 

 

 

第３章 入居者の資格及び利用料その他の費用の額 

 

（入居者の資格） 

第７条 施設を利用できる者は、次の各号に該当する者とする。 

（１）身体機能の低下等により、自立した日常生活を営むことについて不安が認めら

れる者であって、家族による援助を受けることが困難な者      

（２）６０歳以上の者。ただし、その者の配偶者、３親等内の親族その他特別な事情

により、当該者と共に入居させることが必要と認められる者については、この

限りではないものとする。 

（３）伝染病疾患及び精神的疾患を有せず、かつ認知症等による問題行動を伴わない

者であって、共同生活に適応できる者 

（４）生活費に充てることができる資産、所得、仕送り等があり、所定の利用料が支

払える者 

（５）確実な保証能力を有する身元保証人及び連帯保証人を確保できる者 

２ 前項第３号のうち、精神的疾患を有せず、かつ認知症等による問題行動を伴わない

者については、入居の継続要件とする。 

 

（利用料等） 

第８条 利用料は、生活費（食材料費及び共用部分に係る光熱水費）、サービスの提供

に要する費用（事務費）、居住に要する費用（管理費）の合算額、及び施設が行う基

本サービス以外の入居者個人の使用に属する水道、電気等の使用料並びに１１月から
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３月までの間に限り徴収する暖房費とする。 

２ 居住に要する費用の支払いは、居住費基礎額のうち、一定額を一括納入するととも

に、残余の額を月額払いとする併用支払い方式とする。 

３ 入居者は、施設が行う別に定める特別なサービスを利用した場合、これに要する費

用を支払うものとする。 

４ 入居者は、毎月の利用料等を施設が指定する日までに、指定の方法により支払うも

のとする。 

 

（利用料の額） 

第９条 利用料の額は、生活費及びサービスの提供に要する費用については、静岡県知

事が定める基準に基づき、居住に要する費用については、施設が定めるところによる

ものとする。 

 

 

第４章 入居及び退去 

 

（入居手続） 

第 10条 施設への入居希望者は、入居申込書を提出するものとする。 

２ 施設は、入居申込書の提出があったときは、その内容を確認の上、入居申込み名簿

に記入し、登録するものとする。 

 

（入居希望者の面接調査） 

第 11条 入居希望者の調査は、本人及び身元保証人との面接により行うものとする。 

２ 前項の調査は、生活状況、家庭状況等について詳細に聴取するとともに、健康診断

書の提出を求め、健康状態を把握するものとする。 

３ 前項の調査の結果、入居を適当と認めた者に対しては、入居を承認する旨を、また、

入居を不適当と認めた者に対しては、入居を承認しない旨を本人に通知するものとす

る。 

 

（入居の手続） 

第 12条 入居を承認された者は、次の書類を施設長に提出するものとする。 

（１）利用契約書 

（２）連帯保証・身元保証に関する承諾書・印鑑証明書（本人・保証人各１通） 

（３）収入申告書とその根拠となる書類・戸籍謄本・住民票 

（４）その他、施設長が特に必要と認めた書類 

 

（入居者台帳の整備） 

第 13 条 入居者に対しては、入居時の健康診断を行うとともに、本人の心身状況、こ

れまでの生活状況、家族状況等を入居者台帳に記録し、入居後の健康管理、相談、

助言に備えるものとする。 

 

（退居） 

第 14条 入居者が次の各号の一に該当する場合には利用契約を終了することとする。 

（１）入居者の死亡 
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（２）入居者から退去届の提出があり、施設がこれを受理したとき 

（３）次条の規定により利用契約を解除したとき 

２ 施設長は、入居者が死亡したときは、身元保証人に連絡する等必要な措置をとるも

のとする。 

３ 第１項第２号の退去届は、１か月前までに、施設長へ提出するものとする。 

 

（利用契約の解除） 

第 15 条 施設長は、入居者が次の各号の一に該当すると認めたときは、３０日間の予

告期間をおいて、この契約を解除することができるものとする。 

（１）他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあるとき 

（２）利用料等の支払いを怠って、その滞納額が２か月分に達したとき 

（３）不正の手段による入居もしくは提出書類で虚偽の事項を申告したとき 

（４）身体的又は精神的疾患が著しく、施設での生活に多大な支障があると認められ 

たとき 

２ 入居者が病気療養等で３か月以上居室を不在とする場合は、施設及び入居者間で協

議の上、この契約を解除することができるものとする。 

３ 施設は、利用契約の解除に当たっては、本人及びその家族の意向を勘案して、適切

な他のサービスを受けることができるよう、必要な情報提供及び援助に努めるものと

する。 

 

（利用契約解除時の居室の原状回復） 

第 16 条 利用契約の終了及び契約解除時における居室の原状回復費用は、入居者及び

保証人の負担とする。 

 

 

第５章 入居者に提供するサービスの内容 

 

（サービス提供の方針） 

第 17条 施設は、老人福祉法の理念に基づき、入居者が安心して生き生きと明るく生活

できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きが

いをもって生活できるようにするための機会を適切に提供するものとする。 

２ サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入居者又はその家族

に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明す

るものとする。 

３ サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護

するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないものとする。 

４ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 

（食事） 

第 18 条 入居者に対し毎日３食を提供し、高齢者に適した食事を提供するものとする。

ただし、予め食事をしない旨の連絡があった場合には提供しなくてもよいこととする。 

２ 食品の調理加工及び保管は衛生的に行い、栄養士による毎日の献立を作成して、栄
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養のバランスに留意するものとする。 

３ 食事の提供に当たっては、個人の嗜好及び食事時間等入居者の希望について工夫す

るよう努めるものとする。 

 

（入浴） 

第 19条 施設は、２日に１回以上の頻度で入浴機会を提供する。 

 

（相談、助言） 

第 20条 入居者に対しては、親身になって各種の相談に応ずるとともに、適切な助言を

行い、必要に応じて行政や在宅福祉サービス等の実施者と充分な連携をとり、その有

効な利用について積極的に援助を行うものとする。 

２ 疾病、常時の要介護状態、収入の途絶等、入居者が生活に困窮を生じた場合には、

医療機関への連絡、家族との調整等所要の対応を図るとともに、関連諸制度、諸施策

の活用についても迅速、適切な配慮を行うものとする。 

 

（健康の保持） 

第 21 条 入居者の健康管理を確保するため、定期的に健康診断を受ける機会を提供す

ることとする。 

２ 入居者の健康保持に当たっては、高齢者特有の疾病の防止に努めるものとする。 

３ 入居者から健康に係る相談を受けたときは、速やかに医療機関等の紹介など必要な

援助を行うものとする。 

４ 入居者は、常時自ら健康保持に努めることとし、施設で行う健康診断は、正当な理

由がない限り拒否してはならないものとする。 

 

（協力医療機関等） 

第 22 条 施設は、入居者の病状の急変等に備えるため、予め協力医療機関を定めてお

くものとする。 

２ 施設は、予め協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。 

 

（介護保険サービスの利用） 

第23条 入居者は、個別の日常生活上の援助及び介護を必要とする状態になった場合は、

施設が提供する有料介護サービスを利用できるものとする。又、外部の在宅福祉サー

ビス等も利用できるものとする。なお、施設は、入居者が適切なサービスを受けられ

るよう迅速な対応に努めるものとする。この所用の費用は、入居者の個人負担とする。 

２ 施設は前項の有料介護サービスを希望する入居者に対しては、別途定める重要事項

説明書に基づき、利用契約を締結の上、サービスを提供するものとする。 

 

 

第６章 施設の利用に当たっての留意事項 

 

（入居者の心得） 

第 24条 施設長は、入居者の守るべき入居心得として「施設利用上の留意点」を重要事

項説明書に記し、その趣旨を入居者に充分周知徹底するものとする。 
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（融和と信頼） 

第 25条 入居者は、相互に親睦と信頼を深め、良き隣人として融和し、他人の人権を無

視するような言動のないように努めるものとする。 

 

（起床・就寝） 

第 26 条 起床・就寝の時間は特に定めないものとする。ただし、テレビ・ラジオ等の

音量に留意するなど、他の入居者の生活に十分な配慮をするよう心掛けるものとする。 

 

（洗濯） 

第 27条 洗濯は、入居者の居室内で行い、ベランダを干場とする。 

 

（環境整備） 

第 28条 入居者は、常に居室を清潔にし、整理、整頓して良好な環境と衛生の保持に努

めるとともに、施設の建物の内外の清掃、除草等の環境整備には積極的に協力するこ

ととする。 

 

（小動物の飼育） 

第 29 条 入居者は、施設長の承認を受けたうえで、居室において、魚類等の飼育をす

ることができる。ただし、承認を受けた場合であっても、他の入居者に迷惑が及ぶと

きは、これを禁止する。 

 

（ナースコールの利用） 

第 30 条 入居者は、身体の状況の急激な変化などで緊急な事態が生じたときは、ナー

スコール等によりいつでも職員の対応を求めることができる。 

２ 職員は、入居者から緊急の対応要請があったときは、速やかに適切な対応を行うも

のとする。 

 

（新聞・郵便物等の扱い） 

第 31 条 施設は、入居者個人で購読する新聞・雑誌及び個人郵便物受取のため、個人

用ポストを設置するものとする。 

２ 書留・小包等は、施設で代理受領し、入居者に引き渡する。 

３ 購読料等は、原則として入居者が業者に直接支払うものとする。 

 

（外出及び外泊） 

第 32条 入居者は、外出又は外泊しようとするときは、外出届又は外泊届に所要事項を 

記入し、届出るものとする。 

 

（面会等） 

第 33条 入居者の面会に訪れる外来者は、玄関に備え付けの台帳に、その氏名及び必要

事項を記載するものとする。宿泊する場合には、事前に届出を提出し、承諾を受ける

こととする。 

 

（身上変更の届出） 

第 34条 入居者は、入居後の身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、その旨を 
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速やかに届出るものとする。 

 

（施設内の禁止行為） 

第 35条 入居者及び職員は、施設内で次の行為をしてはならないものとする。 

（１）けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること 

（２）宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人を排

撃したりすること 

（３）指定した場所以外で火気を用いること 

（４）施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること 

（５）故意又は無断で、施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持

ち出すこと 

 

（居室内の造作等） 

第 36条 入居者は、施設長の書面による承諾なく、居室の造作変更、模様替え、その他 

原状を変更してはならないものとする。なお、施設長の承諾を得て行った原状変更 

といえども明渡しに際し、入居者は自費をもって原状に復するものとする。 

 

（転貸等の禁止） 

第 37 条 入居者は、居室を転貸、又は譲渡もしくは入居者以外の方を同居させること

ができないものとする。 

 

（損害賠償） 

第 38条 入居者は、故意又は重大な過失によって、建物、設備、及び備品等に損害を 

与えたときは、その損害を弁償し、又は原状に復するものとする。 

 

（居室の変更） 

第 39 条 施設長は、入居者が次の各号の一に該当するときは居室を変更することがで

きるものとする。 

（１）入居者の身体機能の低下等のため、居室を変更することが適当と認められたと   

  き 

（２）その他居室の変更が必要と認められるとき 

 

 

第７章 非常災害対策 

 

（非常災害対策） 

第 40条 施設長は、火災、地震、風水害等の非常災害に備えて、消火、避難、救出等に

関する計画を定め、定期的に訓練の実施等万全の対策を講ずるとともに、入居者が常

に防災に心掛けるよう指導するものとする。 

 

（災害・非常時への対応） 

第 41 条 施設には、消火設備、非常放送用設備、備蓄飲料水・食糧等、災害非常時に

備えて必要な設備及び備蓄品等を準備するものとする。 

２ 職員は常に災害防止と入居者の安全確保に努めるものとする。 
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（防火管理者） 

第 42条 施設長は、消防法第８条第１項に定める防火管理者を定めるものとする。 

２ 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）消防計画の作成に関すること 

（２）消火、通報及び避難の訓練実施に関すること 

（３）消防用設備等の点検整備に関すること 

（４）火気使用又は取扱いの指導監督に関すること 

（５）その他防火管理上必要な業務に関すること 

 

（火元責任者） 

第 43条 施設内の各部署に火元責任者を置くものとする。 

２ 火元責任者は、防火管理者の指示に従い、必要な業務を行うものとする。 

 

 

第８章 事故発生時の対応等 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 44 条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずる

ものとする。 

（１）事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止

のための指針を整備すること 

（２）事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報

告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備する

こと 

（３）事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと 

２ 施設は、入居者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに静岡

県、入居者の家族等に対して連絡を行うとともに必要な処置を講ずるものとする。 

３ 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録するものとする。 

４ 施設は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

 

第９章 その他施設の運営に関する重要事項 

 

（衛生管理等） 

第 45 条 施設は、入居者の利用する設備や飲用水について衛生管理に努め、又は衛生

上必要な次の各号の措置を講ずるものとする。 

（１）調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法等関係法規に準じて行うものとする。な

お、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正に行うものとする。 

（２）常に施設内外を清潔に保つとともに、毎年１回以上大掃除を行う。 

（３）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所

の助言、指導を求めるとともに常に密接な連携を保つものとする。 

（４）特に、インフルエンザ対策等、その発生及びまん延を防止するための措置につい
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て、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を講ずるものと

する。 

（５）空調設備等により施設内の適温の確保に努める。 

２ 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹

底を図るものとする。 

３ 施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

４ 入居者は、施設・設備の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また、施設 

 に協力するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 46 条 施設は業務上知り得た入居者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項

については、正当な理由がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場

合は、契約中及び契約終了後においても第三者に対して秘密を保持するものとする。 

２ 職員は業務上知り得た入居者及びその家族の秘密を保持するものとする。また、職

員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。 

 

（虐待の防止） 

第 47 条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるもの

とする。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）上記の措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

（苦情処理） 

第 48 条 入居者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その

場合、施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善

方法について、入居者又はその家族に報告することとする。 

 

（備え置き） 

第 49 条 運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関及び利用料その他のサー

ビスの選択に資する重要事項は、閲覧可能な形で事務室に備え置くものとする。 

 

（地域社会との連携） 

第 50 条 施設長は、地域社会との連携に努め、入居者が地域の一員として自立した生

きがいのある生活が営めるよう配慮するものとする。 

 

（事務処理及び業務運営） 

第 51 条 施設の事務処理及び業務運営に当たっては、法令、諸規程、施設の業務処理

方針に定められたところに従い適切な処理に努めるものとする。 

 

（備付簿冊） 
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第 52 条 施設長は、業務の遂行上又は入居者の処遇上に必要な簿冊等を整備し、管理

保管するものとする。 

 

（補則） 

第 53条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は施設長が別に定めることができる 

ものとする。 

 

附則 この規程は、平成 ８年 ４月 １日より施行する。 

この規程は、平成１２年 ４月 １日より施行する。 

この規程は、平成２４年 ６月 １日より施行する。 

この規程は、令和 ３年 ７月 １日より施行する。 


